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十
月
一
日
�
か
ら
、
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証（
保
険
証
）が
新
し
く

な
り
ま
す
。
現
在
使
用
し
て
い
る
保

険
証
は
、
九
月
三
十
日
�
ま
で
有
効
。

十
月
か
ら
は
新
し
い
保
険
証
を
使
っ

て
く
だ
さ
い
。
有
効
期
限
は
来
年
九

月
三
十
日
�
ま
で
で
す
。

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
の
被
保

険
者
は
、
�
一
般
被
保
険
者
と
�
退

職
被
保
険
者
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

新
し
い
保
険
証
は
�
が
藤
色
�
が
青

色
で
す
。
同
一
世
帯
内
に
�
�
の
該

当
者
が
い
る
場
合
に
は
、
二
枚
の
保

険
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

□
９
月
中
に
新
保
険
証
を
郵
送

新
し
い
保
険
証
は
、
九
月
二
十
一

日
�
に
郵
送
す
る
予
定
。
新
し
い
保

険
証
が
届
い
た
ら
、
名
前
な
ど
を
確

認
し
、
裏
面
の
注
意
事
項
を
よ
く
読

み
ま
し
ょ
う
。
現
在
使
っ
て
い
る
保

険
証
は
、
市
役
所
市
民
課
、
国
保
年

金
課
ま
た
は
各
支
所
・
出
張
所
に
返

却
を
。
な
お
、
更
新
期
間
中
は
新
し

い
保
険
証
で
も
受
診
で
き
ま
す
。
ま

た
、
旅
行
や
通
院
な
ど
で
別
の
保
険

証
が
必
要
な
人
に
は
遠
隔
地
保
険
証

を
交
付
。新
し
い
保
険
証
を
用
意
し
、

市
役
所
市
民
課
、
国
保
年
金
課
ま
た

は
各
支
所
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

□
退
職
被
保
険
者
証

会
社
な
ど
を
退
職
し
て
国
保
に
加

入
し
た
人
が
、
老
人
保
健
法
の
適
用

を
受
け
る
ま
で
の
間
に
加
入
す
る
保

険
で
す
。
厚
生
年
金
な
ど
（
国
民
年

金
を
除
く
）
の
加
入
期
間
が
二
十
年

以
上
ま
た
は
、
四
十
歳
以
後
の
期
間

が
十
年
以
上
で
、
年
金
受
給
権
が
発

生
し
た
人
が
対
象
で
す
。

な
お
、
市
で
把
握
で
き
た
該
当
者

（
被
扶
養
者
は
除
く
）
へ
は
、
今
回

の
更
新
に
合
わ
せ
て
退
職
被
保
険
者

証
を
交
付
し
ま
す
。
厚
生
年
金
な
ど

の
加
入
期
間
を
満
た
し
て
い
る
の
に

退
職
被
保
険
者
証
が
届
か
な
い
人

は
、
国
保
年
金
課
へ
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

□
次
の
と
き
に
は
届
け
出
を

氏
名
や
住
所
な
ど
が
間
違
っ
て
い

る
と
き
は
、
新
し
い
保
険
証
と
印
鑑

を
用
意
し
て
、
市
役
所
市
民
課
ま
た

は
各
支
所
へ
。
既
に
会
社
な
ど
の
保

険
証
が
あ
る
と
き
は
、
会
社
な
ど
の

保
険
証
（
扶
養
家
族
は
認
定
年
月
日

の
分
か
る
書
類
も
必
要
）
と
国
保
の

新
旧
保
険
証
、
印
鑑
を
用
意
し
て
、

市
民
課
ま
た
は
各
支
所
へ
。
国
保
に

加
入
し
て
い
る
の
に
新
し
い
保
険
証

が
届
か
な
い
と
き
は
、
古
い
保
険
証

と
印
鑑
、
運
転
免
許
証
な
ど
本
人
で

あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
物
を
持
っ
て
、

市
役
所
国
保
年
金
課
ま
た
は
各
支
所

へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
他
の

届
け
出
事
項
は
保
険
証
の
裏
面
に
記

載
し
て
あ
り
ま
す
。

な
お
、
国
保
を
加
入
・
脱
退
す
る

と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
市
民
課
ま

た
は
各
支
所
に
届
け
出
が
必
要
で
す
。

届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
届
け
出
日
か

ら
加
入
日
ま
で
の
国
保
税
を
さ
か
の

ぼ
っ
て
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

□
保
険
証
を
大
切
に

保
険
証
は
国
保
の
加
入
者
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
物
で
す
。
医
師
の

診
断
を
受
け
る
と
き
は
、
必
ず
窓
口

に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
保
険
証
な

し
で
受
診
し
た
と
き
は
医
療
費
の
全

額
が
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
保
険
証
を
万
一
紛
失
し
た

場
合
は
再
発
行
し
ま
す
。
運
転
免
許

証
な
ど
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
物
を
持
っ
て
、
市
役
所
国
保
年
金

課
ま
た
は
各
支
所
へ
。

□
国
保
税
の
滞
納
者
に
は
資
格
証
明

書
を
交
付

国
民
健
康
保
険
税
を
特
別
な
理
由

が
な
く
一
年
以
上
滞
納
し
て
い
る
世

帯
主
に
は
、
保
険
証
の
代
わ
り
に
資

格
証
明
書
を
交
付
し
ま
す
。

特
別
な
理
由
と
は
、
災
害
や
盗
難

に
よ
る
被
害
、
本
人
や
親
族
の
病
気

や
負
傷
、事
業
の
廃
止
な
ど
の
た
め
、

国
保
税
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
た
場
合
。
資
格
証
明

書
で
診
療
を
受
け
る
と
き
は
、
一
旦

全
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
後
日
、
市
役
所
国
保
年
金
課
で

申
請
し
、
保
険
給
付
分
の
払
い
戻
し

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
特
別
な
理
由
が
あ
る
人
な

ど
は
、
収
納
課
（
�
８
９
０
―
６
２

３
３
）
へ
納
付
の
相
談
を
し
て
く
だ

さ
い
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
国
保
年
金
課
�

８
９
０
―
６
２
５
０
へ
。

十
月
は
「
土
地
月
間
」、
十
月
一
日

は
「
土
地
の
日
」
で
す
。
土
地
は
限

ら
れ
た
貴
重
な
資
源
で
あ
り
、
わ
た

し
た
ち
の
日
常
生
活
や
経
済
活
動
に

不
可
欠
な
も
の
。
こ
の
機
会
に
土
地

の
大
切
さ
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

□
公
共
の
福
祉
が
優
先

土
地
は
、
利
用
方
法
に
よ
っ
て
、

周
囲
に
大
き
な
利
益
や
損
害
を
及
ぼ

し
ま
す
。
公
共
の
福
祉
を
優
先
さ
せ

る
た
め
、
そ
の
取
得
・
処
分
や
利
用

に
は
制
限
や
負
担
が
あ
り
ま
す
。

□
適
正
で
計
画
的
な
利
用
を

周
囲
の
土
地
利
用
の
状
況
や
地
域

の
条
件
に
応
じ
て
、
土
地
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
計
画
や
規
制
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
従
っ
た
、
適
正
で
合
理
的
な

利
用
が
必
要
で
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
都
市
計
画
課
�

８
９
０
―
６
９
５
０
へ
。

日
時
＝
10
月
４
日
�
午
前
10
時
〜
午

後
３
時
　
会
場
＝
市
役
所
１
階
市
民

ロ
ビ
ー
　
内
容
＝
不
動
産
鑑
定
士
に

よ
る
地
価
評
価
な
ど
の
相
談
　
問
い

合
わ
せ
＝
県
不
動
産
鑑
定
士
協
会
�

２
４
３
―
３
０
７
７

国
保
加
入
者
の
い
る
世
帯
へ
郵
送
し
ま
す

10月は土地月間

地
価
評
価
な
ど
の
相
談

医師の診断を受けるときは窓口へ保険証を 医師の診断を受けるときは窓口へ保険証を 


